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これまでに示している事業の延長の要件 

管理運営要領の規定 ４（２） 
 「…基金による事業の実施期限は、平成２５年度末までとする。 

ただし、平成２５年度末までに開始した①基金事業については、厚生労働大臣
の承認を受けた上で、基金事業が完了するまで、基金事業として必要な経費の
支出、運用益の繰り入れ及び精算に関する業務のみを行うことができる②。」 

 
 
 
①延 長 で き る 事 業 ：平成２５年度末までに開始した事業 
                → 「開始」の解釈については次ページ 
 
②延長して行える内容 ： 開始した事業の実施に必要な経理事務のみ 
                → 平成２６年度以降は、計画内容の変更は不可 

 ※施設整備事業、設備整備事業は完了まで。 
ソフト事業は最大平成２７年度まで。 
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「平成２５年度末までに開始した事業」の解釈 
原則として、平成25年度末までに以下を実施することで、 
平成25年度末までに開始したものとみなす。 

１．施設整備事業 … 建物の実施設計の完了 

２．設備整備事業 … 整備する全ての設備にかかる契約締結 

３．ソフト事業 

① 実施主体を事業者として、事業自体に対して支援を行う
場合 

 … 事業を開始（契約を交わしたうえで事業を行う場合は、
契約締結） 

② 都道府県が直接補助事業を実施するものである場合（新
しい補助制度を創設するなど） 

… 補助要綱の策定・周知 
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地域医療再生計画事業の執行見込 

完了年度別事業数（総数3,820事業） 
 
 
 
 

執行額（総額約5千億円） 

～H24' 
(627) 

H25' 
(1,756) 

H26' 
(320) 

H27' 
(1,105) 

H28'～ 
(12) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

～H24‘ 
(1,901億) 

H25‘ 
(1,639億) 

H26' 
(836億) 

H27‘ 
(545億) 

H28‘～ 
(76億) 
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都道府県 厚生労働省 

延長申請・承認の方法 
① 都道府県からの申請には「各事業の年度別執

行予定額」「平成25年度末までに行う内容」を記
載した一覧表を添付。 

② 厚生労働省で精査し、「平成25年度末までに
行う内容」について、平成25年度末までに実施す
ることを条件として、承認手続きを行う。 

 

申請書 
一覧表 

・各事業の年度別執行予定額 
・平成25年度末までに行う内容 
を記載 
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計画変更（軽微な変更を含む）について① 
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管理運営要領の規定 
 第５ 地域医療再生計画の変更 
  （１）～（３） 略 
  （４） 厚生労働大臣は、都道府県の地域医療再生計画の変更（軽微な変更を  
     除く。）を承認する場合は、地域医療再生計画に係る有識者による会議の 
     意見を聴くものとする。 

地域医療再生計画に係る有識者会議資料抜粋（平成２４年３月１２日確認事項） 
  地域医療再生基金管理運営要領 第５（４）の規定により、地域医療再生計画 
 の変更（軽微な変更を除く。）の承認に当たって地域医療再生計画に係る有識者 
 会議の意見を聴く場合は下記のとおりとする。 
 

（記） 
 

２億円以上の新たな事業に取り組む場合 
 



計画変更（軽微な変更を含む）について② 

• 執行残余額（当初計画と実績の乖離）や運用益を活用して、新

たな事業の追加または事業内容の拡大を行う「計画変更」が増

減あわせて約２，０００事業申請。 

• ２億円以上の新たな事業を行う計画変更は３事業申請。 

• ２億円以上の新たな事業を行う計画変更について都道府県から

説明を行い、軽微な変更については参考資料２のとおり一覧形

式により報告。 

• 軽微な変更についても、構成員からの求めに応じ、都道府県か

らの変更申請を基に事務局より説明。 
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スケジュール 
• 都道府県より申請された延長、計画変更について、有識者会議

に諮り、年末を目途に承認を行う。 
• その後発生したものについては、平成26年2月上旬までに申請

されたものについて、2月末を目途に承認を行う予定。 
• なお、急を要する計画変更については、随時対応する。 

申請受付（第1次） ○

厚労省精査

有識者会議 ○

大臣承認 ○

申請受付（第2次） ○

厚労省精査

有識者会議 ○

大臣承認 ○

※１　原則として、延長が見込まれているすべての事業について、第1次の申請・承認で手続きを行う。

　　　 第2次では、新たに発生したものなど、やむを得ず第1次で申請できなかったものについて対応を行う。

※２　急を要する計画変更については、随時対応を行う。

※３　有識者会議では、延長については報告のみ行う。計画変更（軽微な変更を除く）についての意見聴取及び軽微な変更の報告を行う。

　　　 第2次分の有識者会議では、計画変更（軽微な変更を除く）が発生しなければ、報告のみ。

平成26年平成25年

11月 12月 1月 2月 3月
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